
様式第３号(裏面)

①氏名

② 経験年数 年 年 年 年

③

✔ 身体障害 ✔ 身体障害 ✔ 身体障害

✔ 知的障害 ✔ 知的障害 ✔ 知的障害

✔ 精神障害 ✔ 精神障害 ✔ 精神障害

①

②

③

④

障害種別の経験

法人としての経験

410

事業実施者の経験

3

障
害
者
の
一
連
の
雇
用
管
理
の
援
助
に

当該事業所内にお
ける職務の創出・
選定

社内での障害者雇
用の理解促進

障害者雇用推進体
制の構築

経営陣の理解促進

経
験
年
数
等

事業実施者の経験事業運営責任者の経験

12

特性に応じた障がいや症
状の説明を行い、企業か
らの適宜相談に応じなが
ら障がい者に対する理解
の促進を図った。

障がい者雇用の目的やメ
リット等について説明
し、企業理解の促進を
図った。また、定期的な
勉強会や講習・研修への
参加を積極的に働きか
け、障がいの特性や必要
な配慮事項について話し
合う機会を設けること
で、不安や疑問の解消に
努めた。

特に同じ職場で働く従業
員による障がいへの理解
と配慮は、障がい者が長
く働き続けるために不可
欠である。そのため、各
企業に対して障がいの特
性や必要な配慮、関わり
方について適宜相談に応
じるとともに、研修会の
実施を通じて職場全体の
理解促進に取り組んでき
た実績あり。

経営陣に対し単に障がい
者雇用をお願いするだけ
でなく、障がい者の雇用
を通じて企業組織に新た
な視点がもたらされるこ
と、また障がい者が「戦
力」としてだけでなく、
共に働く従業員にとって
も学びや成長の機会とな
ることを伝え、理解と共
感を得ながら、障がい者
雇用の促進に取り組んで
きた実績あり。

企業に対しては、障がい
者雇用の目的やメリット
を意識的に伝えることを
重視し、理解促進に努め
てきた。
2019年から2023年にかけ
ては、就労継続支援A型
事業所の管理者として、
企業支援の進捗状況を管
理するとともに、企業の
経営者や担当者に対して
困りごとの相談対応や職
場環境の改善提案、疾患
理解のための情報提供や
研修を実施。

経営陣に対し、障害や症
状の特徴、特性に応じた
業務内容についての研修
や勉強会を実施し、障が
い者理解の促進に努め
た。また企業側からの定
着に関する相談や対応方
法について、具体的な提
案や疾患に関する情報提
供を行うなど、継続的に
経営陣の理解を深める支
援を行った経験あり。

企業の規模や組織体制に
応じて、実現可能な支援
体制を企業担当者ととも
に検討・提案することを
基本としている。小規模
企業など、体制構築が難
しい場合においても、相
談役として継続的に企業
との関わりを持ち、また
障がい者本人とも定期的
に面談を重ねることで、
企業との橋渡し役を担
い、業務の継続につなげ
る支援を行ってきた実績
あり。

企業の担当スタッフと連
携しながら情報を共有
し、長期的に安定して就
労を継続できるよう支援
を行った。また、定期的
にヒアリングを実施し、
適切な情報提供や助言を
行うことで、疑問や不安
の解消に努めている。

企業に対しては、障がい
者雇用の意義や期待され
る成果、必要な配慮事項
等について繰り返し訪問
し、丁寧に説明を行って
きた。併せて、企業の状
況に応じた相談対応を実
施している。また、障害
者職業生活相談員とし
て、雇用された障がい者
本人と企業の間に立ち、
課題や懸念点について話
し合う機会を設けること
で、就労の継続が可能と
なるよう支援を行ってい
る。

企業の経営陣に対し、障
がい者雇用促進法の趣旨
や、企業に求められる社
会的責任について丁寧に
説明し、理解を促した。
また、障がい者雇用に対
する不安や誤解を解消す
るための働きかけを行
い、企業側の意識改革に
つなげた実績がある。

企業と障がい者の間で就
労時のミスマッチが生じ
ないよう、雇用前から業
務内容や職場環境を丁寧
に確認し、事前準備の支
援を行った。また、企業
内における支援体制の整
備を促し、具体的には相
談窓口となる担当者の選
任や配慮方法の検討等を
通じて、障がい者が長期
的かつ安定して就労でき
るよう支援を実施。

企業に対してヒアリング
を実施し、障がい者雇用
に関する配慮事項等の説
明を行うことで、理解の
促進に努めた。

本法人における障がい者
雇用のコンサルティング
実施者として、左記の業
務に従事。

具体的な一連の雇用管理に関する援助の業務または実務の経験

本法人における障がい者
雇用のコンサルティング
実施者として、左記の業
務に従事。

本法人における障がい者
雇用のコンサルティング
責任者として、左記の業
務に従事。

ヒアリングやモニタリン
グの実施に加え、可能な
場合には職場体験実習を
通じて職場環境の把握に
努めてきた。企業の状況
を分析した上で、職務の
創出や選定に関する支援
を実施。



⑤

⑥

⑦

⑧ 一般就労者に対しては、
定着支援を継続的かつ定
期的に実施し、相談に応
じながら、より働きやす
い環境づくりのために必
要な取り組みを共に検討
し、スケジュール化・具
体化を図った。あるべき
理想的な就労環境に近づ
けるため、常に寄り添い
ながら支援を行ってい
る。

企業を訪問し、担当者と
の話し合いの場を設ける
ことで、雇用管理に関す
る相談対応や関係機関と
の連携を図るコーディ
ネート業務も実施してい
る。また、継続雇用の実
現に向けては、スキル
アップや勤務条件の向上
が重要であることを企業
に伝え、理解促進に努め
ている。

雇用の継続を図るため、
採用後も定期的に企業担
当者の相談に応じ、必要
に応じて障がい者本人を
交えた面談を実施してい
る。また、スキルアップ
や勤務時間の延長といっ
た勤務条件の向上が重要
であることを企業に説明
し、前向きに検討しても
らえるよう支援を行って
いる。

関
す
る
業
務
又
は
実
務
の
具
体
的
な
経
験

【過去３年間における実績】
　●援助の件数
　　　　18件 (R.4…3件　R.5…7件　R.6…8件)

　●支援業種
　　障がい福祉施設、印刷会社、飲食店、医療機関、ピッキング検品業、接客業、美容業

　●具体的な支援内容
障がい者への就労支援および就労後の定着支援においては、企業の課題や不安を丁寧に聞き取り、長期
的な勤務継続が可能となるよう、相談内容に応じて助言や資料・情報の提供を実施。また、企業に対し
ては電話および訪問を通じて、障がい者雇用に関する法律や制度の案内を行い、雇用に向けた理解を促
進した。障がい者の採用に至った場合には、継続的な支援を実施し、外部機関とも連携しながら採用プ
ロセスの構築を支援している。

さらに、定着支援と並行して企業支援も行い、職場内での支援に加えて生活面のサポートも実施するこ
とで、安定した就労の継続に寄与している。なお、事業期間終了後も引き続き支援を継続し、長期的な
フォロー体制を整えている。

※（表面）1で、「対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務についての実績を有する法人」を
選択した場合は、下記の各項目について記載してください。

採用後の雇用管理
や職場定着等

社内の支援体制等
の環境整備

求人の申込みに向
けた準備など募集
や採用活動の準備

採用・雇用計画の
策定

職業支援員として障がい
者の就労支援に携わる中
で、新規雇用先の開拓を
積極的に実施した。職場
実習やヒアリングを通じ
て業務内容、勤務条件、
人材要件等を明確化し、
採用・雇用計画の策定を
支援。さらに、具体的な
採用準備から受け入れ、
職場定着に至るまで、一
貫したサポートを行って
いる。

採用・雇用計画の策定に
あたっては、経営層の方
針や人事部・現場責任者
の意欲を反映するととも
に、職場スタッフへの教
育の必要性とのバランス
を考慮しながら進めるこ
とで、より具体的かつ実
現可能な計画となること
を企業に対して説明し、
理解促進を図った経験が
ある。

企業側は、持続的な出勤
が可能で作業遂行能力の
ある人材を求める傾向が
強いため、環境調整や関
わり方の工夫によりその
実現可能性が高まること
を説明し、理解の促進を
図った。また、企業側の
アピールポイントを整理
し、採用・雇用計画の立
案を支援している。

本法人における障がい者
雇用のコンサルティング
実施者として、左記の業
務に従事。

企業ごとの現場状況に応
じた環境整備の提案を行
い、併せて合理的配慮に
関する支援を実施するよ
う働きかけ、理解と実践
を促している。

様々な障がい者の働き方
に柔軟に対応するため、
業務遂行時における指
示・命令の方法や業務に
関する相談窓口となる担
当者の選定、ライフスタ
イルに応じた就労時間お
よび休憩時間の設定等、
社内での合理的配慮の促
進を図った。また、雇用
管理上の課題に対して
は、柔軟な解決方法につ
いての助言を行うなど、
実効性のある支援を実施
した。

本法人における障がい者
雇用のコンサルティング
実施者として、左記の業
務に従事。

※事業運営責任者または事業実施者を複数名登録する場合は、２名以降の経験については別紙へ記載し
てください。

本法人における障がい者
雇用のコンサルティング
責任者として、左記の業
務に従事。

初めて障がい者を雇用す
る企業に対しては、面接
時の聞き取り内容や配慮
すべき点について事前に
説明を行い、雇用前実習
の重要性についても理解
を促した。また、特定求
職者雇用開発助成金等の
申請方法に関する支援も
実施した実績がある。

企業にとっても本人に
とっても、雇用期間が長
期にわたり継続すること
が理想であるとの認識の
もと、採用・雇用計画の
策定においては、障がい
に対する理解促進、職場
環境の調整、スタッフ教
育など多角的な視点から
支援を実施。

本法人における障がい者
雇用のコンサルティング
実施者として、左記の業
務に従事。

本法人における障がい者
雇用のコンサルティング
実施者として、左記の業
務に従事。

訪問型職場適応援助者と
して、企業への定期訪問
を行い、実際の就労状況
や職場環境を観察すると
ともに、関係者へのヒア
リングを通じて課題の把
握と解決に取り組んでい
る。キャリアアップも視
野に入れ、勤務条件の変
更など本人の希望につい
ては企業側に積極的に伝
えることで、長期的な就
労継続を支援している。


